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　　　　 給水装置を共有する者及び専用給水装置の共同使用者は、それぞれ
その中から、この条例の規定による水道の使用関係に伴う一切の権限を委任
した管理人 1 人を選任し、局長に届け出なければならない。
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（水道使用者標識の掲示義務）
第28条　給水装置の所有者は、門戸等の見易い場所に局長の交付する
　水道使用者標識を掲示しなければならない。

（料金の納付義務）
第23条　給水を受ける者は、局長に料金を納付しなければならない。
2　 前項の規定にかかわらず、専用給水装置の共同使用者の選任した管理人は、
当該共同使用者の料金をとりまとめて局長に納付しなければならない。

（給水装置の基準違反に対する措置等）
第32条の2　局長は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施
行令（昭和32年政令第336号）第6 条に規定する給水装置の構造及び材質の基
準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者
が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止する
ことができる。

2　 局長は、給水を受ける者の給水装置が局長又は指定給水装置工事事業者の
施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込み
を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16
条の2 第3 項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は同
項ただし書の規定による確認が行われたときは、この限りでない。

3　 前項の確認を受けようとする者は、当該確認を容易に行うことができる状
態にした上で、局長に申請するものとする。


